
       ご       自       宅       の       防       犯       対       策       を       し       ま       せ       ん       か       ？     

       申       請       方       法       ・       詳       細       は       
裏       面       又       は       H       P       を       ご       確       認       く       だ       さ       い     

       対       策       す       る       な       ら       今       で       す       ！     

       (       国       の       重       点       支       援       地       方       交       付       金       活       用       事       業       ）     

              購                     入                     先                                   指       定       な       し       、       ネ       ッ       ト       購       入       可                                 

       対       象       ８       品       目              防       犯       カ       メ       ラ       、       防       犯       用       品       （       裏       面       の       通       り       ）     

       申       請       期       間       （       購       入       ・       設       置       補       助       対       象       期       間       ）              
令       和       ８       年       ３       月       １       ６       日       か       ら       令       和       ８       年       ９       月       ３       ０       日       ま       で     

       
補       助       対       象       者              久       喜       市       に       住       民       票       が       あ       り       、       市       内       戸       建       て                                                 

又       は       共       同       住       宅       に       居       住       し       て       い       る       世       帯       の       世       帯       主     



       ご       自       宅       の       防       犯       対       策       を       お       考       え       の       方       へ     

       の       ご       案       内     

       問       い       合       わ       せ       先     

       令       和       ８       年       ３       月       １       ６       日       か       ら       令       和       ８       年       ９       月       ３       ０       日              
※       予       算       の       上       限       に       達       し       た       場       合       は       、       申       請       期       間       中       に       受       付       を       終       了       し       ま       す     

       久       喜       市       に       住       民       票       が       あ       り       、       市       内       戸       建       て       住       宅       又       は       共       同       住       宅       に       居       住       し       て       い       る       世       帯       の       世       帯       主              
※       申       請       は       対       象       者       が       属       す       る       世       帯       に       つ       き       １       回       の       み       で       す     

       
購       入       ・       設       置       費       用       の       全       額       （       上       限       １       ０       ，       ０       ０       ０       円       ）              
※       １       ，       ０       ０       ０       円       未       満       の       端       数       は       切       り       捨       て       と       な       り       ま       す              
※       購       入       ・       設       置       時       に       使       用       し       た       ク       ー       ポ       ン       や       ポ       イ       ン       ト       は       補       助       対       象       経       費       に       含       ま       れ       ま       せ       ん     

       購       入       先       に       指       定       は       ご       ざ       い       ま       せ       ん       、       ネ       ッ       ト       購       入       し       た       設       備       も       対       象       で       す     

       必       要       書       類       を       「       電       子       申       請       」       、       「       市       民       生       活       課       ・       各       行       政       セ       ン       タ       ー       （       地       域       振       興       係       ）       窓       口       に       提       出       」                            
又       は       「       郵       送       （       レ       タ       ー       パ       ッ       ク       を       推       奨       ）       」       の       い       ず       れ       か       の       方       法       で       申       請       し       て       く       だ       さ       い       。     

       電       子       申       請       は       こ       ち       ら     


